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市立第四小学校

監　査　項　目

 予算の執行 １ 前渡金整理簿において、記
載が誤っているものがあっ
た。

前渡金整理簿の記載誤りを
訂正した。

また、記載誤り等が起きな
いよう、複数人で整理簿の確
認を行っている。

２ 指定理由書において、随意
契約とした根拠法令の号数の
記載が漏れているものがあっ
た。

指定理由書の記載漏れを確
認し追記した。

また、契約締結依頼書作成
時に事務 室内で複数 人で
チェックを行っている。

３ 契約締結兼支出負担行為伺
書及び見積書兼請書におい
て、改正前の個人情報特記仕
様書が添付されているものが
見受けられた。

個人情報特記仕様書につい
ては、最新版のものに差替え
た。

また、契約の都度、職員
ポータルキャビネット内の最
新版を使用するようにしてい
る。

 学校の管理運営 １ 公印押印簿において、教育
委員会公印規程で定める公印
押印簿と異なるものを使用し
ていた。また、公印管理者が
許可した認印の押印が漏れて
いた。

監査後に教育委員会公印規
程が改正されており、教育企
画課からの通知に基づき、以
後適正に事務を処理してい
る。

２ 避難経路・防火施設設備図
において、消火器の記載が
誤っているもの及び記載が漏
れているものが見受けられ
た。

避難経路・防火施設設備図
については、記載誤り・記載
漏れを訂正した。

その後は、点検の都度、教
育企画課より送付される消火
器具点検票により、消火器の
位置及び番号を確認し、避難
経路・防火施設設備図に反映
させている。

３ 警備日誌において、修正液
を使用しているものが見受け
られた。

修正液を使用した文書につ
いては、訂正印を押印するこ
とにより正しく記載した。

また、警備日誌前面に修正
液は使用不可、訂正する場合
は訂正印を押印する旨を表示
した。

１　定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）（令和６年３月25日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 学校の管理運営 ４ プール日誌において、修正
テープを使用しているもの及
び訂正印の押印が漏れている
ものが見受けられた。

修正テープを使用した文書
については、訂正印を押印す
ることにより正しく記載し
た。

また、プール日誌前面に修
正液は使用不可、訂正する場
合は訂正印を押印する旨を表
示した。

５ デジタルカメラ及びビデオ
カメラにおいて、貸出簿等に
よる管理をしていなかった。

貸出簿等の必要帳簿を整備
した。

また、貸出・返却の都度、
貸出簿等への記載を行ってい
る。

６ 講師謝礼において、支払が
遅れたものがあった。

講師謝礼金の支払いについ
ては、支払の漏れ、遅れが無
いように、執行状況表を作成
し、常に執行状況を把握する
ようにした。

また、執行が不明な場合は
速やかに指導課担当部署へ確
認するなどしている。
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市立大野田小学校

監　査　項　目

 予算の執行 １ 印刷製本契約に係る契約締
結兼支出負担行為伺書及び見
積書兼請書（物品等）におい
て、仕様書等の添付が漏れて
いるものがあった。

卒業アルバムは令和６年度
から消耗品費で執行すること
となった。

以降は消耗品として適正に
処理している。

２ 印刷製本契約において、再
委託確認書・再委託承諾書の
徴取が漏れているもの及び校
正確認カードを使用していな
いものがあった。

卒業アルバムは令和６年度
から消耗品費で執行すること
となった。

以降は消耗品として適正に
処理している。

 学校の管理運営 １ 公印押印簿において、教育
委員会公印規程で定める公印
押印簿と異なるものを使用し
ていた。また、公印管理者が
許可した認印の押印が漏れて
いた。

監査後に教育委員会公印規
程が改正されており、教育企
画課からの通知に基づき、以
後適正に事務を処理してい
る。

２ 超過勤務等命令簿におい
て、訂正印の押印が漏れてい
るものがあった。

押印漏れについては適正に
押印した。以後適正に処理し
ている。

３ 消火設備配置図において、
消火栓及び消火器の記載が
誤っているものが見受けられ
た。また、増築部分の配置図
の記載が漏れていた。

増築部分に加え、現状の校
内教室配置図に合わせて、消
火設備配置図を作り直した。

記載漏れについては追記し
た。以降は、安全点検日に確
認している。

４ 警備日誌において、決裁印
の押印が漏れているものが見
受けられた。

押印漏れについては適正に
押印した。以後適正に処理し
ている。

５ プール日誌において、記載
が漏れているものが見受けら
れた。

記載漏れについては適正に
記載した。以後、適正に記載
している。

１　定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）（令和６年３月25日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 学校の管理運営 ６ 毒物及び劇物の保管管理票
において、在庫量の定期的点
検の記載が漏れていた。

定期的点検の表を作成し、
指摘以降は適正に対応してい
る。理科主任から定期的に報
告があがっている。

７ 情報資産の持出管理簿にお
いて、記載が漏れているもの
が見受けられた。また、返却
確認印の押印が漏れているも
のがあった。

記載漏れや押印については
適正に処理した。今年度は管
理を副校長とし、持ち出し前
後には申請または、押印がで
きているか副校長が確認して
いる。

８ 通知文書の原議において、
訂正印の押印が漏れているも
のが見受けられた。

押印漏れについては適正に
押印した。以後適正に処理し
ている。
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市立関前南小学校

監　査　項　目

 予算の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、個人情報特記仕
様書の添付が漏れているもの
が見受けられた。また、見積
書兼請書において、改正前の
個人情報特記仕様書が添付さ
れているものが見受けられ
た。

指摘以降、添付漏れがない
か複数人で確認している。ま
た、見積書兼請書においても
最新の個人情報特記仕様書を
添付しているか、担当と管理
職で確認している。

 学校の管理運営 １ 公印において、鍵の付いて
いないキャビネットで保管さ
れているものが見受けられ
た。

鍵付きの保管庫にしまうよ
う改め、以降、適正に管理し
ている。

２ 公印押印簿において、教育
委員会公印規程で定める公印
押印簿と異なるものを使用し
ていた。また、公印管理者が
許可した認印の押印が漏れて
いた。

監査後に教育委員会公印規
程が改正されており、教育企
画課からの通知に基づき、以
後適正に事務を処理してい
る。

３ 休暇簿において、修正テー
プを使用しているものが見受
けられた。

訂正箇所は二重線を引き、
訂正印を押印した。以降、正
確な内容を記入し、適正に運
用している。

４ 消火設備配置図において、
消火器の記載が漏れているも
のがあった。

記載漏れを加筆し、以降、
配置図は正確に記載してい
る。

５ 警備日誌において、修正液
を使用しているもの及び訂正
印の押印が漏れているものが
見受けられた。

訂正箇所は二重線を引き、
訂正印を押印した。以降、正
確な内容を記入し、適正に運
用している。

６ プール日誌において、記載
が漏れているもの及び訂正印
の押印が漏れているものが見
受けられた。

点検して記載漏れは記入
し、訂正印を押印した。以
降、正確な内容を記入し、適
正に運用している。

１　定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）（令和６年３月25日報告）措置事項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 学校の管理運営 ７ 水質管理簿において、決裁
が漏れているものがあった。
また、鉛筆で記載されている
もの及び訂正印の押印が漏れ
ているものが見受けられた。

押印漏れについては、決裁
を行うとともに、ペン書きで
修正を行い、訂正印の押印を
行った。以降、決裁を適正に
行っている。

８ 毒物・劇物管理簿におい
て、管理責任者の押印が漏れ
ているもの、鉛筆で記載され
ているもの、記載が漏れてい
るもの及び訂正印の押印が漏
れているものが見受けられ
た。

押印漏れは適正に押印する
とともに、ペン書きで修正を
行い、記載漏れは加筆し、訂
正印の押印を行った。以降、
適正に運用している。

９ 外部記録媒体貸出台帳にお
いて、記載が漏れているもの
が見受けられた。

記載漏れを加筆した。以
降、担当者が確認し、適正に
記入している。

10 情報資産の持出管理簿にお
いて、修正テープを使用して
いるもの及び記載が漏れてい
るものが見受けられた。

訂正箇所は二重線を引き、
訂正印を押印し、記載漏れに
ついては加筆し、正確な内容
を記入した。以降、適正に運
用している。

【監査意見】
（教室等の整理整頓につ

いて）

１ 特別教室及び特別教室準備
室において、背の高い棚の上
に物が置かれていた部屋及び
物品等の整理がされていない
部屋が見受けられた。常日頃
からの整理整頓に努められた
い。

指摘のあった場所中心に物
品の片づけを行った。常日頃
から整理整頓に努めるように
声掛けし、安全点検の際にあ
わせてチェックしている。

 備品の管理 １ 備品台帳において、廃棄の
手続が漏れているものがあっ
た。

手続きが漏れていたものに
ついて速やかに処理を行い、
以降適正に管理を行ってい
る。
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市立第三中学校

監　査　項　目

 予算の執行 １ 前渡金整理簿において、記
載が誤っているものが見受け
られた。

監査後、科目ごとの整理簿
を作成し直し、受領日を、財
務会計システムの「執行日」
に修正した。

以降は、システムの執行日
を確認し適正に処理してい
る。

２ 特命随意契約をしている印
刷製本契約において、１者の
みを指定した具体的な理由の
記載が漏れているものがあっ
た。

監査後、特命随意契約の具
体的な理由を記載し修正し
た。

以降は、財務会計システム
入力時に、該当の指定理由を
選択するとともに必ず手書き
で追記し適正に処理してい
る。

３ 契約締結兼支出負担行為伺
書及び見積書兼請書におい
て、改正前の個人情報特記仕
様書が添付されているものが
見受けられた。

監査後、改正後の特記仕様
書を添付し直した。

以降は、職員ポータルから
最新の様式を取得し、適正に
使用している。

【監査意見】
（資金前渡の執行につい

て）

１ 資金前渡に関する考え方に
ついて、改めて教職員に周知
し適正な執行に努められた
い。

監査後、資金前渡制度につ
いて教職員全員に説明し理解
を得た。

以降は、制度に則り適正に
処理している。

 郵券類の管理 １ 切手受払票において、修正
テープを使用しているもの及
び訂正印の押印が漏れている
ものが見受けられた。

監査後、指摘箇所を再確認
し、正しく処理をし直し訂正
印を押印した。

以降は、誤りは二重線で修
正し、その都度訂正印を押印
し適正に処理している。

 学校の管理運営 １ 公印押印簿において、教育
委員会公印規程で定める公印
押印簿と異なるものを使用し
ていた。また、公印管理者が
許可した認印の押印が漏れて
いた。

監査後、教育委員会公印規
程が改正されており、以降は
教育企画課からの通知に基づ
き適正に事務処理している。

２ 出勤簿において、訂正印の
押印が漏れているものが見受
けられた。

監査後、訂正印のない訂正
箇所の内容を再確認し、訂正
印を押印した。

以降は、誤りは二重線で修
正し、その都度訂正印を押印
し適正に処理している。

１　定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）（令和６年３月25日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 学校の管理運営 ３ 情報資産の持出管理簿にお
いて、作成が漏れていた。

監査後、これまでの任意の
様式を改め「情報資産の持出
管理簿」を作成した。

以降は、この管理簿を使用
し、情報資産を適正に管理し
ている。

 備品の管理 １ 学習者用コンピュータにお
いて、現物を確認できないも
のがあった。

監査後、捜索を続けたが不
明のため、指導課と協議のう
え情報資産紛失届を提出し
た。

以降は、紛失事故の未然防
止に向け、使用ルールの徹
底、意識啓発を図るととも
に、ＩＣＴ担当の定期的な点
検により適正な管理を行って
いる。

２ 備品台帳において、廃棄の
手続が漏れているものがあっ
た。

監査後、速やかに備品廃棄
の手続きを行った。

以降は、備品保管状況を複
数の担当者により定期的に確
認し、不要な備品の廃棄手続
きを適正に行っている。

【監査意見】
（学習者用コンピュータ

の管理について）

１ 学習者用コンピュータは生
徒一人一人に貸与しているも
ので大量に保有しているた
め、その管理については、他
の学校を参考にされるととも
に、教育委員会とも協議のう
え、より適切なものとなるよ
う努められたい。

監査後、教育委員会からの
指導助言を受け、生徒及び教
職員に対し、改めて学習者用
コンピュータの取扱いについ
て確認をするとともに、保護
者・家庭に対しても、注意を
喚起する情報を発信してい
る。

8



教育部教育企画課

監　査　項　目

【監査意見】
（重要備品の特別整理に
ついて）

１ 重要備品については、各学
校に対して重要備品整理票を
作成するとともに、毎年、現
物との突合を徹底するよう周
知し、事務の改善に努められ
たい。

 重要備品整理票について
は、物品管理規則に基づき、
写しの引継ぎを受けている。
また、教育委員会の取り組

みとして実施している諸表簿
点検において、指定した備品
の現物突合を行っており、点
検前に改めて特別整理の重要
性の理解促進や他のすべての
備品の突合を促していく。
併せて、購入時の登録漏れ

が無いよう、購入者への再周
知を行う。

１　定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）（令和６年３月25日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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教育部指導課

監　査　項　目

 備品の管理 １ 備品台帳において、全ての
学習者用コンピュータ及び充
電保管庫等の登録が漏れてい
た。

 関連部署との調整のうえ、
備品台帳への登録を実施し
た。

また、学習者用コンピュー
タ運用管理業務マニュアルに
新規購入時の備品登録を漏ら
さず実施するよう追記した。

【監査意見】
（学習者用コンピュータ

の管理について）

１ 学習者用コンピュータが令
和３年度から導入されている
が、次の学習者用コンピュー
タ入替え等の検討の際には、
これまでの事務的な課題を整
理し、より良い管理が行われ
るよう努められたい。

 令和３年度の運用開始以
降、修理フローの見直し、動
産保険の導入等の改善を実施
してきたが、現在のところ故
障機の引揚げから返却までの
期間が長いことが主な課題と
認識している。次期学習者用
コンピュータに関する調達の
際には上記の課題が改善でき
るように検討を進めていく。

１　定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）（令和６年３月25日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目

 管理運営 １ 退職手当支給規程等におい
て、改正が漏れているものが
見受けられた。

引用している条文の誤りに
ついては、令和５年度第６回
開発公社理事会(令和６年３月
19日)において改正した。

２ 個人情報を含む情報の管理
を行うパソコンにおいて、ワ
イヤーロックにより固定され
ていなかった。また、情報セ
キュリティ研修が実施されて
いなかった。

ワイヤーロックについて
は、直ちに全パソコンに設置
した。また、情報セキュリ
ティー研修については、令和
６年１月に全職員を対象に実
施した。

３ 理事長印章押捺簿におい
て、印章管理者の許可印の押
印が漏れているものが見受け
られた。

理事長印章押捺簿に印章管
理者の押印が漏れていたもの
については、開発公社印章細
則第５条に基づき訂正すると
ともに処理方法を改善した。

４ 休暇簿において、記載が
誤っているものが見受けられ
た。

該当箇所については訂正
し、以後、休暇簿における累
計日数の計算ミスについて
は、毎月末に実施する出勤簿
による休暇日数及び休暇簿の
累計日数等についてダブル
チェックを実施することとし
た。

５ 工事請負契約等において、
特命随意契約とした指定理由
が適切でないものが見受けら
れた。

一般競争入札が原則とされ
ている中、例外として認めら
れている特命随意契約につい
ては、建物の長期的維持管理
の観点から必要な措置として
「地方自治法施行令第167条の
２第１項」を準用し特命随意
契約を実施している。従来の
定型的な指定理由を改め、該
当する号がわかる文言を具体
的に記載することとした。

６ 竣工・検査証兼請求書等に
おいて、請求金額を訂正して
いるものがあった。また、修
正テープ及び摩擦消去タイプ
のペンを使用しているものが
見受けられた。

再発防止のため全職員に監
査指摘事項を周知し、不適切
な処理を行わないように指導
した。

２　令和５年度財政援助団体等監査（令和６年１月22日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

一般財団法人武蔵野市開発公社
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 管理運営 ７ 物品受払台帳において、記
載が誤っているものがあっ
た。

物品の管理については、開
発公社会計処理規則第30条に
基づき物品受払台帳の記載を
訂正した。

８ 固定資産台帳及び物品管理
台帳において、現物との照合
が実施されていなかった。

固定資産台帳と現物の照合
については、開発公社会計処
理規則第28条に基づき令和６
年３月に実施した。

物品管理台帳と現物の照合
については、開発公社会計処
理規則第31条に基づき令和６
年３月に実施した。

【監査意見】
 （武蔵野市開発公社ビル
（Ｆ＆Ｆビル）の今後につ
いて）

１ 吉祥寺のまちの核となるビ
ルとして建設された武蔵野市
開発公社ビル（Ｆ＆Ｆビル）
は、築51年が経過し老朽化が
進んでいる。Ｆ＆Ｆビル更新
については、多額の費用を伴
うことが見込まれ、今後の資
金調達等財政的な懸念があ
る。

一方、同ビルは、吉祥寺セ
ントラルエリアの中心に位置
していることから、ビルのあ
り方は今後のまちづくりに大
きな影響を及ぼし、まちが持
つ魅力に、更に磨きをかける
ことが期待されるであろう。
ビルの今後に関する検討が円
滑に行われるよう、公社と市
がより一層協力し、関係機関
とも協議のうえ、計画的に取
り組まれたい。

武蔵野市開発公社（以下
「公社」という。）において
は、公社及び他の地権者が共
同で所有するＦ＆Ｆビルの老
朽化や時代の変化に対応すべ
く、地権者の一人として令和
６年10月１日からＦ＆Ｆビル
の建替え等の建物更新検討に
係り、民間事業者の知見を得
るため事業パートナー候補者
の公募を行った。まずは令和
７年３月末までに事業パート
ナー候補者となる優先交渉権
者を選定することを予定して
いる。

都市再生推進法人の指定
について
【監査意見】
（都市再生推進法人として
の活動の明確化について）

１ 公社の都市再生推進法人と
しての活動の実績が、市民等
へ十分に伝わっていないよう
に見受けられる。都市再生推
進法人としての役割や実績等
を、誰にでもわかりやすく整
理されるとともに、公社の取
組について市民等への説明責
任を果たされるよう努められ
たい。

公社ホームページに「都市
再生推進法人としての武蔵野
市開発公社の役割」という
ページを作成した。市が推進
する「吉祥寺グランドデザイ
ン」及び「NEXT吉祥寺」に描
く官民連携のまちづくりの具
現化に向けた開発公社の役割
を示すとともに、具体的に公
社が展開しているまちづくり
事業を示し、公社が都市再生
推進法人として目指すべき姿
を示した。また、市ともなお
一層の情報共有化を図ること
とした。
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監　査　項　目

 補助金及び貸付金 １ 貸付金返済内訳簿におい
て、訂正印の押印が漏れてい
るものがあった。

該当箇所については担当者
が改めて訂正印を押印した。
以後はダブルチェック等によ
り適正に処理している。

 管理運営
【監査意見】
 （武蔵野市開発公社ビル
（Ｆ＆Ｆビル）の今後につ
いて）

１ 吉祥寺のまちの核となるビ
ルとして建設された武蔵野市
開発公社ビル（Ｆ＆Ｆビル）
は、築51年が経過し老朽化が
進んでいる。Ｆ＆Ｆビル更新
については、多額の費用を伴
うことが見込まれ、今後の資
金調達等財政的な懸念があ
る。

一方、同ビルは、吉祥寺セ
ントラルエリアの中心に位置
していることから、ビルのあ
り方は今後のまちづくりに大
きな影響を及ぼし、まちが持
つ魅力に、更に磨きをかける
ことが期待されるであろう。
ビルの今後に関する検討が円
滑に行われるよう、公社と市
がより一層協力し、関係機関
とも協議のうえ、計画的に取
り組まれたい。

武蔵野市開発公社（以下
「公社」という。）において
は、公社及び他の地権者が共
同で所有するＦ＆Ｆビルの老
朽化や時代の変化に対応すべ
く、地権者の一人として令和
６年10月１日からＦ＆Ｆビル
の建替え等の建物更新検討に
係り、民間事業者の知見を得
るため事業パートナー候補者
の公募を行った。まずは令和
７年３月末までに事業パート
ナー候補者となる優先交渉権
者を選定することを予定して
いる。

市は、公社が健全で独立し
た経営を維持しながら事業検
討できるよう、公社と連携を
密にし、協働しながら適切に
指導・監督を行っている。

都市再生推進法人の指定
について

１ 事業等の報告において、要
綱の規定と異なる処理をして
いた。

令和６年度から「武蔵野市
都市再生推進法人の指定等に
関する事務取扱要綱」第５条
第１項、第２項に記載のある
通り甲決裁とし、市長へ報告
している。

２　令和５年度財政援助団体等監査（令和６年１月22日報告）措置事項

都市整備部まちづくり推進課

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

【監査意見】
（都市再生推進法人とし

ての活動の明確化につい
て）

１ 公社の都市再生推進法人と
しての活動の実績が、市民等
へ十分に伝わっていないよう
に見受けられる。都市再生推
進法人としての役割や実績等
を、誰にでもわかりやすく整
理されるとともに、公社の取
組について市民等への説明責
任を果たされるよう努められ
たい。

公社は、公社ホームページ
に「都市再生推進法人として
の武蔵野市開発公社の役割」
というページを作成した。市
が推進する「吉祥寺グランド
デザイン」及び「 NEXT吉祥
寺」に描く官民連携のまちづ
くりの具現化に向けた開発公
社の役割を示すとともに、具
体的に公社が展開しているま
ちづくり事業を示し、公社が
都市再生推進法人として目指
すべき姿を示した。

市は公社との一層の情報共
有化を図りながら、総合的・
計画的にまちづくり事業を展
開するよう指導・監督を行っ
ている。
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監　査　項　目

 補助金
【監査意見】
（補助金の明確化につい

て）

１ 平成27年度に実施した監査
において、新武蔵野方式によ
る運営費補助金の明確化につ
いて意見を述べたところであ
るが、当該補助金の施設整備
に係る経費の申請は切り離さ
れたものの余剰金は一体と
なっている状態が続いてい
る。補助金の財源は市民の税
金であり、適正な執行を確保
し市民への説明責任を果たさ
なければならない。妥当性や
信頼性を高めるためにも、市
から交付される全ての補助金
について、一つ一つ補助金等
交付規則等に基づき実績を含
め使途を明確にされたい。

各補助金の交付規則等に基
づき補助対象経費を確認し、
適正な執行を徹底する。ま
た、公益会計基準の改正に伴
い財務諸表の変更が予定され
ているため、変更に合わせて
補助金の使途を記載できるよ
うに検討する。

（補助金の透明性の確保に
ついて）

２ 市から交付される全ての補
助金の実績が誰にでもわかり
やすく伝わるよう財務諸表の
公開において発信の工夫を検
討されたい。

令和５年度決算より、注記
の「９．その他」に武蔵野市
から交付される委託料・補助
金の実績について明記した。

 管理運営 １ 委託等契約取扱要領におい
て、改正が漏れているものが
見受けられた。

委託等契約取扱要領につい
て令和６年１月１日付けにて
必要な改正を行った。その後
は、改正漏れがないよう、確
認を徹底している。

２ 委託契約において、指名競
争入札とすべきものを随意契
約としているものがあった。

当該案件について３社に見
積作成を依頼した。うち２社
より見積作成不可の回答が
あったため、契約事務規程第
17条６号（競争入札に付し入
札者がいないとき）に該当す
るものとした。本来は不調随
契の意味である契約事務規程
第17条６号に対して誤った解
釈をしたことで起きた事象で
ある。

以降は、契約事務規程を確
認し、原則は入札であること
を周知徹底している。また、
随意契約とする場合は規程に
基づいた正しい理由になって
いるか十分に精査を行い、確
認を徹底している。

２　令和５年度財政援助団体等監査（令和６年１月22日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

公益財団法人武蔵野市子ども協会
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 管理運営 ３ 民間保育所運営費（市加
算）の申請起案書等におい
て、決裁が漏れているものが
見受けられた。

公益財団法人武蔵野市子ど
も協会事務規程別表１の「照
会、回答の処理(軽易で定例的
なもの)」に基づき専決区分を
課長として決裁を行ってい
た。

決裁区分を明確化するた
め、令和６年１月に規程を改
正し、軽易で定例的な補助
金・委託料の請求起案につい
ては専決区分を課長とする内
容を明記した。

４ 超過勤務等命令書におい
て、１か月分をまとめて同日
にて決裁しているものがあっ
た。

以後は、日ごとに超勤命令
書を決裁するよう徹底してい
る。

【監査意見】
（拡大する組織の管理運

営について）

１ 平成４年に任意団体として
設立された協会は、平成23年
には公益財団法人として認定
され、様々な子育て支援事業
を実施し、組織は成長し拡大
してきた。

今後も適正に事業運営が継
続されるよう、更に法令等を
遵守した適正かつ効率的な組
織としての仕組みを整えるこ
とで、組織の成長とガバナン
スの両立を期待したい。

当協会は公益法人として、
一般社団法人法及び労働基準
法等の労働関係法、個人情報
保護法、こども基本法をはじ
めとする子どもに関わる各種
法令を遵守し、事業運営にあ
たっている。また、現在策定
中の第２期中期計画素案では
リスクマネジメントやＤＸ化
に重点を置き、さらなるガバ
ナンスの強化を行うことを記
載し、今後も適正かつ効率的
な組織運営を進めていく方針
である。

 指定管理者 １ ０１２３吉祥寺の消防計画
において、記載が誤っている
ものがあった。

最新の消防計画の様式に合
わせて、記載内容全体の確
認、見直しを行っており、年
内には消防署に届出予定であ
る。
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監　査　項　目

 補助金 １ 子ども協会保育施設建設等
工事費借入金補助金交付要綱
において、要綱集への掲載が
漏れていた。

速やかに要綱集に掲載し
た。

以後、遺漏ないよう課内会
議で周知した。

【監査意見】
（補助金の明確化につい

て）

１ 平成27年度に実施した監査
において、新武蔵野方式によ
る運営費補助金の明確化につ
いて意見を述べたところであ
るが、当該補助金の施設整備
に係る経費の申請は切り離さ
れたものの余剰金は一体と
なっている状態が続いてい
る。補助金の財源は市民の税
金であり、適正な執行を確保
し市民への説明責任を果たさ
なければならない。妥当性や
信頼性を高めるためにも、市
から交付される全ての補助金
について、一つ一つ補助金等
交付規則等に基づき実績を含
め使途を明確にされたい。

武蔵野市子ども協会は、公
益財団法人であり、会計上収
支相償の原則がある。新武蔵
野方式の補助金は、その収支
の差を埋める性格のものであ
るため、経費の内容が複雑で
わかりにくいことは認識して
いる。経費の性質上、工事以
外の使途を明確にすることは
難しい面もあるが、新武蔵野
方式の内容のあり方及び内容
の明確化が図れるよう検討す
る。

（市の補助金以外の財源の
確保について）

２ 子ども協会の保育所運営に
ついては、新武蔵野方式によ
る公立保育園の設置・運営主
体変更に関する基本方針（平
成22年５月）において、財源
が生み出すことができる方法
として民設民営とするとあっ
た。毎年多くの補助金等が子
ども協会へ交付されている現
状に鑑みると、今後の新武蔵
野方式による補助内容のあり
方の検討や市の補助金以外の
財源の確保に向けて助言や指
導をされたい。

上記のとおり新武蔵野方式
の補助金は、収支の差を埋め
る性格のものであるため、収
入の増加又は支出の減少、も
しくはその両方により、新武
蔵野方式により支出する補助
金の減少を図ることができ
る。引き続き新武蔵野方式の
補助金以外の財源の確保につ
いて助言していく。

２　令和５年度財政援助団体等監査（令和６年１月22日報告）措置事項

子ども家庭部子ども育成課

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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